
三
浦
和
義
さ
ん
が
、
二
月
二
十
二
日
、
サ
イ
パ
ン
で
逮
捕
さ
れ
ま
し
た
。
三
浦

さ
ん
は
、
一
九
八
一
年
の
ロ
ス
銃
撃
事
件
以
後
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
犯
人
視
報
道

の
末
、
曖
昧
な
情
況
証
拠
だ
け
で
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
、
一
審
有
罪
・
二
審
無
罪
を

経
て
、
二
〇
〇
三
年
に
最
高
裁
で
無
罪
が
確
定
し
ま
し
た
。
そ
の
間
、
警
察
留
置

場
と
東
京
拘
置
所
で
の
未
決
勾
留
期
間
は
、
十
二
年
九
ヶ
月
に
及
び
、
こ
れ
に
「
殴

打
事
件
」
で
服
役
し
た
二
年
を
加
え
れ
ば
、
じ
つ
に
十
五
年
を
獄
中
で
過
ご
し
ま

し
た
。

そ
の
体
験
の
中
か
ら
、
冤
罪
に
苦
し
む
人
た
ち
へ
の
支
援
や
獄
中
で
の
非
人
道

的
な
処
遇
を
改
善
さ
せ
る
な
ど
の
地
道
な
た
た
か
い
を
続
け
た
こ
と
は
、
マ
ス
コ

ミ
が
報
じ
な
く
と
も
、
多
く
の
人
が
知
っ
て
い
ま
し
た
。

無
罪
判
決
が
確
定
し
た
人
に
対
し
、
ロ
ス
市
警
が
二
十
年
前
の
逮
捕
状
を
執
行

し
た
こ
と
は
、
人
道
上
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
さ
に
正
義
を
抹
殺
す
る
暴

挙
で
す
。
三
浦
さ
ん
の
逮
捕
に
怒
る
私
た
ち
は
、
即
時
釈
放
を
求
め
て
以
下
の
と

お
り
緊
急
集
会
を
呼
び
か
け
ま
す
。

日
時
：

三
月
二
十
日
（
休
日
）
午
後
二
時
〜
五
時

会
場
：

ハ
ロ
ー
会
議
室
水
道
橋
１
（
Ｊ
Ｒ
水
道
橋
駅
西
口
よ
り
徒
歩
一
分
）

千
代
田
区
三
崎
町
２
丁
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ビ
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号
館6F

一
階
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
カ
フ
ェ
で
す
。
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r.net/chiyoda-city/suidoubashi01/index.htm
l

基
調
講
演

「
司
法
の
正
義
と
一
事
不
再
理
の
原
則
」

国
際
法
、
合
衆
国
憲
法
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
に
照
ら
し
て

講
師

新
倉
修
氏
（
青
山
学
院
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授
）

他
の
講
師
、
パ
ネ
リ
ス
ト
も
交
渉
中
で
す
。

意
見
交
換
会

基
調
講
演
後
、
冤
罪
支
援
、
報
道
被
害
、
獄
中
処
遇
改
善
、
そ
の
他
様
々
な
分

野
で
、
三
浦
さ
ん
と
親
交
の
あ
っ
た
方
々
に
よ
り
、
自
由
な
意
見
交
換
を
行
い
た

い
と
思
い
ま
す
。

三
浦
さ
ん
の
身
に
起
き
て
い
る
前
代
未
聞
の
「
人
権
侵
害
」
に
憤
り
を
覚
え
て

い
る
方
々
、
こ
の
事
態
を
座
視
し
て
い
ら

れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
方
々
、
ふ
る
っ
て

ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

「
３
／
２
０
三
浦
和
義
氏
の
逮
捕
に
怒
る

緊
急
集
会
」
実
行
委
員
会

連
絡
先
：
客
野
美
喜
子
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日本の 判決は米国のターミネーターに抹殺されてもいいのか？

３／２０ 三浦和義氏の逮捕に怒る緊急集会
参加費：無料




